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　廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に

より、平成13年４月１日から原則としてすべて

の廃棄物について野焼きが禁止されています。

　適法な焼却設備を用いず、ドラム缶やブロッ

ク等で囲ったものなどは、焼却炉とは認められ

ず野焼きにあたります。

　家庭での野焼きは、不完全燃焼により一酸化

炭素やダイオキシンなどが大量に発生します。

　火災の危険性、煙や灰の飛散、臭いなど近隣

住民に迷惑がかかり、「洗濯物が干せない」、「窓

が開けられない」といった苦情が寄せられてい

ます。

　法令で例外的に認められている焼却行為で

あっても、生活環境上支障を与え、苦情等があ

る場合は、改善命令や各種の行政指導の対象と

なりますので十分注意してください。

○お問い合わせ

　町民課生活環境係

　 ○72  ２１１３（直通）

■市町村や総務省などがＡＴＭ（銀行やコンビ
　ニなどの現金自動預払機）の操作をお願いす
　ることは、絶対にありません。
■現時点で、市町村や総務省などが住民の皆さ
　まの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情
　報を照会することは、絶対にありません。
■自宅や職場などに市町村や総務省（の職員）な
　どをかたった電話がかかってきたり、郵便が届
　いたら、迷わず香取警察署（ ○54０１１０）や
　神崎町役場（ ○72２１１１）にご連絡ください。

○日　時　１月１１日○日　８：00～

○場　所　神崎ふれあいプラザ駐車場

○当日は粗品（限定数）を無料配布しますので、

ぜひ皆さまのご来場をお待ちしております。


